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【 誤 訳 訂 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 11月 2日 (2006.11.2)
【 誤 訳 訂 正 １ 】
【 訂 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 訂 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ２
【 訂 正 方 法 】 変 更
【 訂 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 情 報 セ グ メ ン ト の セ ッ ト を 周 期 的 に 伝 送 す る こ と を 含 む 通 信 を 、 受 信 し 処 理 す る 方 法 に
お い て は 、 情 報 セ グ メ ン ト セ ッ ト の 各 情 報 セ グ メ ン ト が 有 効 か 否 か を 識 別 す る た め 、 こ の
よ う な 情 報 セ グ メ ン ト セ ッ ト に つ い て 第 １ 回 目 の 伝 送 が 行 わ れ る 。 こ の 第 １ 回 目 の 伝 送 で
伝 送 さ れ た 情 報 セ グ メ ン ト セ ッ ト は 、 受 信 さ れ 処 理 さ れ る 。 そ し て 、 当 該 情 報 セ グ メ ン ト
セ ッ ト の 情 報 セ グ メ ン ト の う ち 有 効 な セ グ メ ン ト が 、 ス ト ア さ れ る 。 こ の 第 １ 回 目 に 伝 送
さ れ た 情 報 セ グ メ ン ト セ ッ ト の 情 報 セ グ メ ン ト が 全 て 有 効 で な く 、 そ の 結 果 、 ス ト ア さ れ
な い 場 合 に は 、 そ の 後 に 続 い て 、 情 報 セ グ メ ン ト セ ッ ト が 伝 送 さ れ る 。 そ の 後 に 続 い て 伝
送 さ れ た 情 報 セ グ メ ン ト の 情 報 セ グ メ ン ト の う ち 以 前 有 効 で な く そ の 結 果 ス ト ア さ れ な か
っ た 情 報 セ グ メ ン ト に 対 応 す る 情 報 セ グ メ ン ト の み が 、 こ れ ら 受 信 さ れ た 情 報 セ グ メ ン ト
に つ い て 、 有 効 か 否 か が 識 別 す る た め に 、 受 信 お よ び 処 理 が さ れ る 。 そ し て 、 有 効 な 情 報
セ グ メ ン ト が ス ト ア さ れ る 。 以 後 、 当 該 情 報 セ グ メ ン ト セ ッ ト の 全 て の 情 報 セ グ メ ン ト が
有 効 と 識 別 さ れ ス ト ア さ れ る ま で 、 情 報 セ グ メ ン ト の セ ッ ト の そ の 後 に 続 く 伝 送 が 、 繰 り
返 し 受 信 さ れ る 。
【 誤 訳 訂 正 ２ 】
【 訂 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 訂 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ７
【 訂 正 方 法 】 変 更
【 訂 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 ひ と た び Ｕ Ｅ － Ｂ Ｃ Ｆ Ｅ が こ の よ う な 判 断 を 行 う と 、 正 し い Ｔ Ｂ は Ｕ Ｅ － Ｂ Ｃ Ｆ Ｅ に よ
り ス ト ア さ れ （ ス テ ッ プ ８ ２ ） 、 紛 失 し た Ｔ Ｂ 、 ま た は エ ラ ー の あ る Ｔ Ｂ は 、 廃 棄 さ れ る
（ ス テ ッ プ ８ ３ ） 。 ス テ ッ プ ８ ３ は 、 Ｕ Ｅ － Ｂ Ｃ Ｆ Ｅ を 処 理 す る 前 に 、 Ｌ １ ま た は Ｌ ２ の
い ず れ か に よ り 同 様 に し て 実 行 さ れ る か ら 、 こ の こ と に 留 意 さ れ た い 。 そ し て 、 Ｒ Ｒ Ｃ ２
８ は 、 エ ラ ー が あ る か 紛 失 す る か し た 全 て の Ｔ Ｂ の 次 の Ｓ Ｆ Ｎ を 、 次 の Ｒ Ｒ Ｃ － Ｓ Ｄ Ｕ の
伝 送 に つ い て 計 算 す る （ ス テ ッ プ ８ ４ ） 。 図 ７ の 例 に お い て は 、 Ｓ Ｆ Ｎ の 次 の オ カ ラ ン ス
（ 本 例 で は 、 ７ ４ ） を 決 定 す る た め 、 Ｕ Ｅ － Ｂ Ｃ Ｆ Ｅ は 、 エ ラ ー の あ っ た Ｔ Ｂ （ Ｓ Ｆ Ｎ １
０ ） を 、 繰 り 返 し 期 間 す な わ ち ６ ４ に 加 算 す る こ と に な る 。 幾 つ か の Ｔ Ｂ に エ ラ ー が あ る



こ と も あ る が 、 こ の よ う な 場 合 に は 、 エ ラ ー の あ っ た Ｔ Ｂ の そ れ ぞ れ の Ｓ Ｆ Ｎ が 、 そ の 後
の Ｒ Ｒ Ｃ － Ｓ Ｄ Ｕ の 伝 送 に つ い て 、 計 算 さ れ る 。 ひ と た び こ れ ら Ｓ Ｆ Ｎ が 決 定 さ れ る と 、
Ｒ Ｒ Ｃ ２ ８ は 、 決 定 さ れ た Ｓ Ｆ Ｎ の み を 受 信 し デ コ ー ド す る こ と を 、 Ｌ １ に 通 知 す る 。 こ
の 例 で は 、 再 受 信 時 に は 、 Ｓ Ｆ Ｎ ７ ４ に 対 応 す る １ つ の Ｔ Ｂ の み が 識 別 さ れ る 。 ひ と た び
Ｌ １ が こ の 計 算 さ れ た Ｓ Ｆ Ｎ の あ る Ｔ Ｂ を 受 信 す る と 、 Ｌ １ は 、 Ｒ Ｒ Ｃ ２ ８ か ら 要 求 が あ
っ た 特 定 の Ｓ Ｆ Ｎ を 有 す る Ｔ Ｂ と Ｓ Ｆ Ｎ と Ｃ Ｒ Ｃ と を 、 Ｒ Ｒ Ｃ ２ ８ に ホ ワ ー デ ィ ン グ す る
（ ス テ ッ プ ８ ５ ） 。 再 伝 送 さ れ 受 信 さ れ た Ｔ Ｂ の セ ッ ト に エ ラ ー が 検 出 さ れ ず 、 か つ 当 該
Ｒ Ｒ Ｃ － Ｓ Ｄ Ｕ か ら の Ｔ Ｂ を 紛 失 し て い な い 場 合 に は 、 Ｕ Ｅ － Ｂ Ｃ Ｆ Ｅ は 、 所 定 の 場 所 に
、 こ れ ら 正 し い Ｔ Ｂ を 他 の Ｔ Ｂ と と も に ス ト ア し （ ス テ ッ プ ８ ２ ） 、 Ｒ Ｒ Ｃ － Ｓ Ｄ Ｕ を デ
コ ー ド す る （ ス テ ッ プ ８ ６ ） 。 受 信 さ れ た Ｒ Ｒ Ｃ － Ｓ Ｄ Ｕ の Ｔ Ｂ に 依 然 と し て Ｃ Ｒ Ｃ エ ラ
ー が あ る 場 合 に は 、 Ｒ Ｒ Ｃ ２ ８ は こ の よ う な Ｓ Ｆ Ｎ を 判 断 し 、 上 述 し た 処 理 を 繰 り 返 す （
ス テ ッ プ ８ ４ ） 。 以 後 、 当 該 Ｒ Ｒ Ｃ － Ｓ Ｄ Ｕ に 関 連 付 け さ れ た Ｔ Ｂ の セ ッ ト 一 式 が Ｕ Ｅ －
Ｂ Ｃ Ｆ Ｅ に よ り ス ト ア さ れ 、 Ｒ Ｒ Ｃ ２ ８ に よ り 処 理 さ れ る ま で 、 こ の 処 理 を 継 続 す る （ ス
テ ッ プ ８ ６ ） 。
【 誤 訳 訂 正 ３ 】
【 訂 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 訂 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ０
【 訂 正 方 法 】 変 更
【 訂 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 さ ら に 、 本 発 明 に よ れ ば 、 Ｕ Ｅ １ ８ が シ ス テ ム 情 報 を よ り 効 率 的 に 受 信 す る こ と が で き
る の で 、 ス ケ ジ ュ ー リ ン グ レ ー ト （ す な わ ち 、 再 送 の 周 期 ） を 減 少 さ せ る こ と が 可 能 で あ
る 。 そ の 結 果 、 限 り の あ る Ｂ Ｃ Ｃ Ｈ の 物 理 的 資 源 の 効 率 が 向 上 し 利 用 率 が 高 く な る 。
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